会館(23年度)（資料１）

提出書類について

【23年度新築・購入、増築・改築、大規模修繕申請受付予定団体審査用】

１　提出書類
(1) 工事の種類に関わらず、提出が必要な書類【新築・購入、増築・改築、大規模修繕共通】

ア　平成23年度自治会町内会館整備費補助申請予定申出書
(ｱ)【新築・購入用】（様式１－１）
(ｲ)【増築・改築、大規模修繕用】（様式１－２）
イ　会則・規約
ウ　役員名簿
エ　会館の整備についての意思決定・検討状況に関する書類

　  　　会館整備についての意思決定を証する書面（総会議事録等）のほか、会館整備計画について検討・準備・周知を行ったことがわかる書類を提出してください（現時点での既存の書類で結構です）。

オ　会館整備計画に関する書類

工事場所（建物）位置図・案内図、建物の規模・構造（新築の場合）、工事の内容・スケジュール、資金調達の方法、借入金返済計画、会館整備特別会計の予算決算、会館利用状況（計画）調査票（様式２）、利用規約、会館用地隣接居住者への説明等
カ　資金計画調査票（様式３）
キ　写真数葉

(ｱ) 新築・購入の場合：会館予定地の現況写真
(ｲ) 増築・改築、大規模修繕の場合：現在の会館の現況写真
（一枚は会館名称板が入ったもの、かつ会館名が読み取れるもの。また、増築・改築、大規模修繕の場合は、工事予定箇所がわかる写真）
(2) 新築・購入を行う場合に上記(1)の他に提出が必要な書類

　ア　予算書・決算書（過去３年分）。
予算・決算及び経費内訳の概略が確認できれば、「地域活動推進費申請関係書類」でも可。
　イ　用地が確保されていることがわかる書類

【例】土地使用承諾書（写）、賃貸借契約書（写）等
（登記簿謄本（全部事項証明書）等土地の所有者の確認ができるものを添付してください。）

　ウ　会館建設にあたって、特殊事情がある時は次の書類

　  　　例１：既存の会館が老朽化している場合
→現在の会館が完成した時期がわかる書類等（登記簿謄本（全部事項証明書）等）

　現在の会館の現況写真（一枚は会館名称板が入ったもの、かつ会館名が読み取れるもの）

例２：現在会館を所有していない場合
→地域活動をする上で、会館の必要性がわかる書類等（会の活動実績・活動場所等）

　　　  例３：既存の会館が立退きを求められている場合
→立退き依頼書・賃貸借契約書等

※立退きを求められた時期・立退きの期限（平成○○年までに建物を撤去し、土地を返還すること等明示されているもの）・土地の所有者がわかる書類（登記簿謄本（全部事項証明書）等）を添付してください。さらに、既存（現）会館の処分（予定）方法が分かる書類も添付してください。
また、申請受付予定団体と決定した場合は、後日立退きの確認を行います(写真・現地確認）。

(3) 増築・改築・大規模修繕を行う場合に上記(1)の他に提出が必要な書類

ア　用地が確保されていることがわかる書類（大規模修繕の場合は不要）

【例】土地使用承諾書（写）、賃貸借契約書（写）等（会で土地を所有している場合は不要）
イ　会館平面図

ウ　会館の建設及び維持管理状況調査票（様式４）

２　注意事項【重要】

(1) 提出書類は前項のとおりですが、審査の状況により、前記以外に、補助申請に必要な書類の範囲内で、追加の書類の提出をお願いすることがあります。

(2) 証明書・契約書(写し)等は、書類作成日、契約期限、署名（押印）が入っているものの写しを提出してください。
(3) 上記の書類は、補助申請時に必要な書類ですが、この書類の提出をもって補助申請を受け付けたことにはなりませんのでご注意ください。

(4) 提出書類はすべて情報公開の対象となります。
(5) 増築・改築及び大規模修繕については、施工予定の会館が建築基準法等に適合していることを、事前にご確認ください。

(6) 提出書類の詳細については、自治会町内会館整備費補助要綱、自治会町内会館整備費補助事務取扱要領、「自治会町内会館整備費補助の手引き（平成22年４月）」等をご覧ください。

※提出書類一覧（23年度申請受付予定団体審査用）

	提出書類
	新築・購入
	増築・改築
	大規模修繕

	平成23年度自治会町内会館整備費補助申請予定申出書
	○
（様式１－１）
	○

（様式１－２）
	○

（様式１－２）

	会則・規約
	○
	○
	○

	役員名簿
	○
	○
	○

	会館の整備についての意思決定・

検討状況に関する書類
	○
	○
	○

	会館整備計画に関する書類
	○
	○
	○

	自治会町内会館利用状況（計画）調査票（様式２）・会館利用規約
	○
	○
	○

	資金計画調査票（様式３）
	○
	○
	○

	写真数葉
	○
	○
	○

	予算書・決算書（過去３年分）
	○
	－
	－

	用地が確保されていることがわかる書類（賃貸借契約書・土地使用承諾書等）
	○
	○
	－

	会館建設にあたって、特殊事情があればそれがわかる書類
	○
	－
	－

	会館平面図
	－
	○
	○

	会館の建設及び維持管理状況調査票（様式４）
	－
	○
	○


※増築又は改築又は大規模修繕を２種類以上複合して行う場合の提出書類は、１つの書類につき、１枚（１種類）で結構です。
